
裏面（添付）の受講申込書に必要事項を記載いただき、FAX又はメールでお申込みいただけます。

なお、裏面に記載の専用申込フォームからもお申込みいただけます。

神中発 第１６８号 令和８年７月９日 神奈川県中小企業団体中央会 会長 森 洋

「組合労務トラブル 予防基礎講座」

参加費
無料

全２回シリーズですが、１講座ずつ選択してお申し込みいただけます

第
一
回
目

第
二
回
目

〜事例で学ぶ、陥りやすい労務トラブルの回避法〜

組合事務局役職員のための

講 師：社会保険労務士法人ことのは
社会保険労務士 益子英之 氏

定 員：４０名
会 場：神奈川中小企業センター(横浜市中区尾上町5－80)

JR・地下鉄 関内駅、みなとみらい線 馬車道駅徒歩数分
※各回で会場フロアと会議室が異なりますので、ご注意ください

開催日時：令和８年８月２７日(木) 
１３：３０〜１６：３０

開催場所：神奈川中小企業センター
1４階「多目的ホール」

申込締切：令和８年８月２０日(木）

【開催内容】
労務トラブル事例紹介
（雇用契約書の重要性、問題社員の解雇 等）

雇用契約の締結
労働条件の変更手続き
雇用契約の終了（退職・解雇）
就業規則の作成

【第１回目】
雇用契約・就業規則 編

【第２回目】
労働時間／賃金・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ対策 編

開催日時：令和８年９月１４日(月) 
１３：３０〜１６：３０

開催場所：神奈川中小企業センター
1３階「第２会議室」

申込締切：令和８年９月７日(月）

【開催内容】
労務トラブル事例紹介
（ハラスメント問題、未払残業問題 等）

賃金支給の留意点
労働時間・休憩・残業等の管理
休暇の種類と管理方法
ハラスメント対策

各回共通事項

この講座では、組合の事務局役職員の皆さまがトラブル事例を基に組合や中小企業がおさえ

るべきポイントを把握しながら 労務の基礎知識・ノウハウを身に着けることができます。

「自社は大丈夫」と思っていても、次々と労務関連の法律が改正されているので、気づかない

うちにトラブルになってしまうケースも珍しくなく、「知らなかった」では済まされないのが実

情です。中小企業の労務管理体制の総点検やトラブル予防にピッタリな講座なので、組合の事務

局役職員様だけでなく、組合員様の受講もオススメです。



組 合 名

会 社 名
（組合員の方は
ご記載ください）

受 講 者 名
（役職もあれば
ご記載ください）

電 話 番 号 F A X 番 号

E - m a i l

お申込みしたい
講座に○印を付
けてください

第１回目 雇用契約・就業規則 編
【令和８年８月２７日(木)】

第２回目 労働時間／賃金・ハラスメント対策 編
【令和８年９月１４日（月) 】

質問事項等
（任意記載事項）

※講座内で触れてほしい内容や事前に質問等ございましたら自由にご記載ください

専用お申込みフォームはコチラ
https://forms.gle/EkKh3TUVLsJhxsaM6

組合事務局役職員のための

「組合労務トラブル 予防基礎講座」受講申込書

【お問い合わせ先】

神奈川県中小企業団体中央会 組合支援第１部（担当：船田）
TEL：０４５－６３３－５１３２ FAX：０４５－６３３－５１３９
〒２３１－００１５ 横浜市中区尾上町５丁目８０番地 神奈川中小企業センター９階
URL http://www.chuokai-kanagawa.or.jp/

神奈川県中小企業団体中央会
組合支援第１部 行

※定員に達した場合は担当者からご連絡させていただきます。
特にご連絡がなければお申込みは完了となります。

FAX：０４５－６３３－５１３９

E-Mail：kumiai@chuokai-kanagawa.or.jp
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